基準適合調査票－地区基準－止々呂美田園景観保全地区

③景観計画区域における地区ごとの届出対象行為の制限に関する事項（止々呂美田園景観保全地区）
	対象項目
	制限事項
	配慮した事項
	助言・指導（記入しないで下さい）
	協議結果（記入しないで下さい）

	山なみ等との調和
	１　背景となる山なみ景観及び集落部の田園景観に調和した景観となるよう配慮し、良好な里山田園景観の維持、保全に努める。
	
	
	

	現状変更行為
	１　全地区共通
①　現況の地形を最大限活かすため、地形の改変は必要最小限とし、長大なのり面又は擁壁が生じないよう配慮する。のり面はできる限り緩やかな勾配とし、緑化を図る。
②　行為の種別及び計画区域の面積に応じて、周辺からみて最も効果的な場所に、次に示す緑地を既存樹木の保全あるいは移植等により確保すること。ただし、敷地内に既存樹木がなく、新たに植栽する場合、樹種の選定にあたっては、樹冠幅のあるものを中心とし、既存の植生や周囲の植生との連続性に配慮して選定する。
　　Ａ資材置き場・青空駐車場等のための３００平方メートル以上の現状変更行為にあっては、敷地の２０パーセント以上
　　Ｂ墓地（ペット霊園含む）のための５０００平方メートル未満の造成にあっては、敷地の２０パーセント以上、５０００平方メートル以上の造成にあっては敷地の３０パーセント以上
２　山林地区
　①　既存樹林は可能な限り保全・移植し、伐採しない。
　②　造成協力のために伐採した樹林については同等の代替植栽を施す。
３　集落地区、幹線道路地区
　①　既存樹木は可能な限り保全・移植し、伐採しない。
②　建築物の新築等を目的としない行為や屋外における物品の集積又は貯蔵の際は、周囲から見えないよう高さを抑え、生け垣などにより適切に遮蔽する。
③　物品は整然と積み、管理者名を表示するなどして、適切に管理する。　
	
	
	

	建築物等
	高さ
	１　全地区共通
①　建築物の高さは１０メートル以下とする。ただし、この制限を定める景観計画の施行日における敷地内において、不適合部分を有する建築物の再度の新築で、不適合部分を増加させない範囲において、敷地の形状等から市長がやむを得ないと認めるものについては、この限りでない。
②　工作物の高さは１０メートル以下とする。ただし、市長が公益上必要と認めるものを除く。
２　幹線道路地区
①　背景となる山なみ景観と調和する規模、形態、配置とし、壁面を分節化する、道路面から極力後退する等により、周辺景観に十分配慮する。

	
	
	

	
	屋根・屋上
	１　集落地区
①　原則勾配屋根とし、瓦もしくはこれに類する素材とする。
②　屋根勾配の配置等に配慮し、稜線を乱さないような配置及び高さとする。
２　幹線道路地区
①　周辺の状況に応じ、勾配屋根とするよう努める。または、建築物の上部の形状を工夫し、勾配屋根に類似した形状となるよう配慮する。
②　屋上設備は屋根の中におさめる、壁面を立ち上げる等により修景し、露出させない。
	
	
	

	
	形態・意匠
	１　全地区共通
① 壁面は素材や色彩の工夫で単調とならないようその仕上げに配慮する。
② 凹凸や質感のある素材とし、人工的な印象を軽減し、周辺の自然要素に馴染ませる。
③ 金属やガラスなど光沢や反射光のある素材の使用は最小限にとどめる。
２　集落地区
①　集落に残る伝統的な建築物の意匠を取り入れ、集落地景観との調和に配慮する。
	
	
	

	
	外構、垣・柵
	１　全地区共通
①　垣、柵を設置する場合は、生け垣とする、竹垣や板塀など自然素材などを用いる、フェンス前面に植栽をする、樹木の幹に近い色とするなどの配慮により、人工的な印象を軽減する。
２　幹線道路地区
①　駐車場・駐輪場は生け垣や緑化等により、通りから見えにくくするよう努める。
②　通りから見える部分の仕上げについてはアスファルトなどの無機質な舗装を避け、自然素材等による舗装や路面の目地植栽などを施すよう努める。
	
	
	

	
	色彩
	１　四季折々の彩り豊かな山なみを活かす、自然の色彩よりも目立つ色の使用や配色は行わない。
２　建築物の外壁及び工作物の表面の基調色（ベースカラー・サブカラー）として使用する色彩は、次に掲げる色彩とする。
①　有彩色は、原則としてベースカラー及びサブカラーともに、マンセル値による明度が３以上８以下の色彩とする。ただし、立地等により、背景の緑との明度差が大きく、背景あるいは周辺となる山なみ景観との調和への配慮が特に必要な場合は、本基準にかかわらず、背景あるいは周辺となる山麓部と調和する色彩とする。
②　ベースカラーの色相は山なみ及び集落地と調和する暖色系（Ｙ、ＹＲ）若しくは無彩色（Ｎ）とする。
③　無彩色は、高明度又は低明度の色を長大な壁面に使用しない。
④　素材の質感を考慮し、周辺と馴染む色彩を用いる。
３　建築物等の印象が際だつため、上層部・外枠等へアクセントカラーを使用しない。
４　屋根の色彩は、次に掲げる色彩とする。
①　マンセル値による色相がＹＲの場合は彩度が４以下とする。
②　マンセル値による色相がＹ及びＲの場合は彩度が３以下とする。
③　マンセル値による色相がＧＹ、Ｇ、ＢＧ、Ｂ、ＰＢ、Ｐ、ＲＰの場合は彩度が２以下とする。
4 マンセル値による明度は色相に関わらず明度６以下とする。
	
	
	

	緑化
	１　全地区共通
①　山なみや周辺の田畑との調和を図るため、出入り口を必要最小限とし、出入り口以外の敷地外周を中心に高木（既存樹木等）や生け垣による緑化を施し、建築物等その他の構造物が、周辺から直接見えにくい配置とする。
２　山林地区
①　既存樹林は最大限保全する。別途まちづくり推進条例等の関係法令により必要と定められた緑化については、最大限、既存樹林の保全あるいは移植等により確保する。ただし、山なみまたは周辺への配慮として効果的と認められない場所はこの限りでない。また、新たに植栽する場合、樹種の選定にあたっては、既存の植生や周囲の植生との連続性に配慮して選定する。
	
	
	

	工作物
	１　擁壁の設置を極力避け、緑化のり面などにより処理する。やむを得ず擁壁を設置する場合は、その仕上げを自然石若しくはこれに類するものとする、前面へ生け垣緑化を施し擁壁を遮蔽する、などの配慮により周辺の自然要素になじませる。
	
	
	

	自動販売
機の設置
	１　集落地区、幹線道路地区
①　道路から後退した位置とし、周辺から突出しないよう配慮する。
②　広告面を極力控えるとともに、基調となる色は低彩度の落ち着いた色彩とするよう努める。
	
	
	


２．止々呂美田園景観保全地区基準（条例第28条関係）への適合について（止々呂美田園景観保全地区）
	対象項目
	制限事項
	配慮した事項
	助言・指導（記入しないで下さい）
	協議結果（記入しないで下さい）

	広告物の表示等に関する事項
	１　里山及び田園の自然景観を阻害しないために、自家用広告物以外の広告物を掲出し、又は掲出する物件を設置してはならない。
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